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○医師法（昭和23年法律第201号）（抜粋）
第十六条の十 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようと
するとき（当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定め
る場合に限る。）は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。

２ 厚生労働大臣は、前項の団体を定める厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。

３ 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
４ 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関す
る計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の八繰下・一部改正）

第十六条の十一 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特
に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に
対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。

２ 厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。
３ 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請された
ときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。

（平三〇法七九・追加・旧第十六条の九繰下）

➢ 日本専門医機構（以下「機構」という）が定める専門医制度整備指針等及び関係学会が定める専門
研修プログラム整備指針等について、機構及び関係学会が指針等を定め、変更するときは、医療提
供体制の確保に重大な影響を与える場合に厚生労働大臣に対して意見を聴き、厚生労働大臣が意見
を述べるに当たって、知事の意見を聴く制度

➢ ただし、機構及び関係学会が自発的に厚生労働大臣に意見を聴くことで、知事が意見を述べること
ができる仕組みとなっていることに留意



シーリングに対する都道府県知事意見への対応状況
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佐賀県知事意見

佐賀県知事意見

厚生労働省作成資料
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厚生労働省作成資料
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厚生労働省作成資料
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日本専門医機構作成資料
（一部加筆）
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日本専門医機構作成資料
（一部加筆）



医師法第16条の10の規定に基づく知事意見（素案）について

10



知事意見を述べるに当たっての論点
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➢ 地域枠医師の離脱について、専門医機構から都道府県に確認が行われることについては適当で
あると考え、特段の意見は行わないこととしたい

➢ 臨床研究医については、シーリングの枠外であるものの、40名の制限があるため、地域医療に
ただちに影響があるとは考えにくいため、特段の意見は行わないこととしたい

① シーリングの必要医師数の算定において、勤務医・開業医の区別がされていない
・必要医師数の計算において入院・外来の比率が計算された
・ただし、積算根拠が示されておらず、本県においてどのような計算が行われたのか検証できない
→ 必要医師数の積算根拠について提示を求めてはどうか

② 都道府県を超えた広域的な単位でも考慮すべき
・ブロック単位での充足率が算定されたものの、2021年度の導入は見送り
→検討が継続していることから、特段の意見は行わないこととしたい
→ただし、広域的な連携については厚生労働省が主体的な役割を果たすよう求めてはどうか

③ 本県の特殊事情を考慮すべき
・昨年度、シーリングの設定によって他県大学の派遣に動きがあったが、具体的な解決策は検討さ
れていない
→本県の置かれている状況を考えればリスクは継続していると考えるべきで、地域医療に影響が
生じないよう意見すべきではないか

昨年度の知事意見と厚労省・専門医機構の対応状況に関する論点

今年度の新たな論点



医師法第16条の10の規定に基づく知事意見（素案）
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１ 専攻医募集のシーリングについて
シーリングの実施に当たっては、シーリングの計算過程が公表されて初めて議論を行うことができ

るものであり、特に、都道府県別の必要医師数の算定根拠の提供を求めます。

２ 地方ブロック別のシーリングについて
また、現在検討が進められている地方ブロック別のシーリングについては、都道府県の単位を超え

た広域的な連携が必要になることから、厚生労働省が主体的な役割を果たすよう求めます。

３ 本県の特殊事情について
さらに、本県は、隣県である福岡県に４つの医科大学、長崎県に１つ医科大学が設置されているこ

とで歴史的に隣県大学医局からの派遣が多く、特定の診療科の勤務医は十分に確保されているとは言
えないことから、シーリングをはじめとする専門医制度の見直しによって、地域の医療提供体制に影
響が生じないよう、特段の配慮をしていただくことを求めます。


